
町会長、自治会長、商店街会長様

1 7 環環送第 7 2 号
平成 2 9 年 5 月 1 8 日

江戸川区環境部長
（公印省略）

「防犯カメラ事務説明会 j 開催のご案内

各会長はじめ会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し

上げます。また、日頃より本区環境行政万般にわたりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、東京都の防犯カメラ整備補助事業において、東京都の補助率が引き上げ

られ、地域の皆様の負担が軽減されるなどの変更がありました。

つきましては、町会、自治会、商店街の皆様に変更点についてご理解を頂き、防犯カメラ

の導入・更新を検討する際の参考に資するため 下記により事務説明会を開催いたします。

来年度以降、防犯カメラ導入を検討されている団体の皆様におかれましては、ご多用中と

は存じますが、イ可卒ご出席を賜りますようお願し、申し上げます。

記

1 日時 平成 2 9 年 6 月 26 日（月）午後 6 時 30分（概ね 1 時間程度）

（開場：午後5時a__ Q分）

2 会場 江戸川区総合文化センター研修室（ 3 階）

3 内容 ( 1 ）防犯カメラの効果（小松川｜警察署）
( 2 ）補助率（負担割合）の変更点
( 3 ）導入スケジュール
(4 ）事業者の選定（フ。ロポーザル、契約等）

( 5 ）運用、保守

4 その他 研修室前ロビーにおいて、防犯カメラ事業者による機器の展示説明を実施
（午後 5 時 30分～午後 8 時0 0 分）

※本説明会に出席を希望される場合は、誠に恐縮ですが、 6 月 1 6 日（金）までに別紙
「出席票」をファックスにてご提出くださいますようお原品、申し上げます。

〔問い合わせ先〕

環境部環境推進課推進係
電話： 03-5662-1991

FAX:0 3-5 6 7 8-6 741 



東京都防犯カメラ補助要綱変更点

【東京都の防犯カメラ補助事業】

⑩由域における見守り活動支援事業
一町会単独、複数町会が連携または町会と商店街が連携し導入する場合

②防犯設備の整備に対する区市町村補助事業
同一商店街または複数商店街が連携し導入する場合

【補助率】

事業名等

⑩色域における見守り活動支援事業

〔鞠：ー町会 1 
連携：複数町会又は町会＋商店街｜

②防犯設備の整備に対する区市町村補助事業
（ー商店街又は複数商店街）

【限度額】

東京都、江戸川区ともに、賛助限度額！主鍵蹟豆長虫

①地域見守り…東京都～単独： 300 万円、連携： 450 万円
江戸川区～単独： 200 万円、連携： 300 万円

②防犯設備整備…東京都～300 万円
江戸川区～300 万円
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｜防犯カメラ事務説明会への出席票｜

江戸川区環境部環境推進課推進係行

(FAX: 03-5678-6741) 

防犯カメラ事務説明会へ参加を希望します。

1. 参加団体名

団体名：

代表者名：

電話番号：

2. 参加予定人数

人


